
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成17年 7月26日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1695号

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
六
六
二
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
六
六
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
平
成
十
七
年
度
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
実
施
（
六
六
四
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
２

◯
第
三
十
四
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
（
六
六
五
・
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
六
六
六
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ホ
プ
シ
ー

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
　
田
園

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
　
末
広

介
護
タ
ク
シ
ー

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

潟
上
市
天
王
字
上
北
野
七
十
一
番
地
八

由
利
本
荘
市
岩
城
富
田
字
根
本
十
番
地
二
十
二

横
手
市
大
町
五
番
十
号

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護訪
問
介
護

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

ホ
プ
シ
ー
有
限
会
社
　
代

表
取
締
役

社
会
福
祉
法
人
　
久
盛
会

理
事
長

有
限
会
社
末
広
自
動
車

代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

比
内
町
立
扇
田
病
院

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
比
内
町
扇
田
字
本
道
端
七
番
地
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
六
月
十
九
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

比
内
町
長
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秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
平
成
十
七
年
度
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
を
実
施
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施

行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
講
習
の
期
日
及
び
場
所

（一）

期
日
　
平
成
十
七
年
九
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
水
）
ま
で

（二）

場
所
　
南
秋
田
郡
大
潟
村
字
南
二
丁
目
二
番
地
　
秋
田
県
立
大
学
短
期
大
学
部

二
　
家
畜
の
種
類
　
牛

三
　
受
講
資
格
　
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
第
十
七

条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
も
の

四
　
受
講
定
員
　
三
十
五
名

五
　
受
講
に
必
要
な
書
類

（一）

受
講
願
書

（二）

履
歴
書

六
　
受
講
願
書
用
紙
の
交
付

（一）

期
間
　
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
き
、
平
成

十
七
年
八
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

（二）

場
所
　
農
林
水
産
部
農
畜
産
振
興
課
家
畜
生
産
・
衛
生
班

七
　
受
講
願
書
の
受
付

（一）

期
間
　
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
月
二

十
六
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

（二）

場
所
　
農
林
水
産
部
農
畜
産
振
興
課
家
畜
生
産
・
衛
生
班

八
　
受
講
に
要
す
る
経
費

（一）

額
　
二
万
七
千
円

（二）

納
付
方
法
　
講
習
の
場
所
に
お
い
て
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
る
。

九
　
講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
部
農
畜
産
振
興
課
家
畜
生
産
・
衛
生
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
八
〇
八
）

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
第
三
十
四
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
）
第
八
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
七
年
十
月
十
四
日
（
金
）

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
　
三
階
　
三
四
会
議
室

二
　
試
験
科
目

（一）

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。
）

（二）

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処

理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
方
法
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
事
項
）

三
　
受
験
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書
（
採
石
法
施
行
規
則
様
式
第
九
に
よ
る
も
の
）

（二）

履
歴
書
（
採
石
法
施
行
規
則
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
）

（三）

写
真
（
手
札
形
と
し
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の

裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

四
　
受
験
願
書
用
紙
の
公
布

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
七
月
二
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
九

月
二
十
二
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

五
　
受
験
願
書
の
受
付

２

名
　
　
　
　
　
称

比
内
町
立
扇
田
病
院

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
比
内
町
扇
田
字
本
道
端
七
番
地
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
六
月
十
九
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

比
内
町
長
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（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月

二
十
二
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

（
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）

六
　
受
験
手
数
料

（一）

額
　
八
千
円

（二）

納
付
方
法
　
受
験
願
書
の
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

七
　
合
格
者
の
発
表

試
験
終
了
後
十
五
日
以
内
に
合
格
者
に
合
格
証
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
七
年
十
一
月

上
旬
に
秋
田
県
公
報
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
登
載
す
る
。

八
　
開
示
請
求
の
受
付

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一

月
十
六
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

九
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
　
資
源
・
採
石
・
火
薬
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―

二
二
八
六
）

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
田
沢
湖
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

田
沢
湖
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
田
沢
湖
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

昭
和
五
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
三
十
五
号
、
同
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
、
昭
和
六

十
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号
、
平
成
元
年
秋
田
県
告
示
第
百
八
十
二
号
、
平
成
四
年
秋

田
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
、
平
成
十
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
及
び
平
成
十
二
年
秋

田
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号
の
事
業
地
に
秋
田
県
田
沢
湖
町
字
石
神
、
字
阿
気
、
字
山
根
、
字

下
村
、
字
中
村
、
字
大
川
端
、
字
船
場
台
、
字
造
道
、
字
町
田
、
字
堂
ノ
前
、
字
黒
沢
野
、
字

牛
沢
、
字
黒
沢
、
字
十
里
木
、
字
中
生
保
内
並
び
に
字
山
居
を
加
え
、
字
上
清
水
地
内
に
お
い

て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

（二）

使
用
の
部
分

な
し

３
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秋
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県

秋
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目
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